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会議録 

会議の名称 西東京市個人情報保護審議会（第１回） 

開 催 日 時      平成 23年 11月８日（火曜日）午前 10時から午前 10時 50分まで 

開 催 場 所      西東京市役所 田無庁舎 庁議室 

出 席 者      

委員：保谷委員、横道委員、岡本委員、長谷川委員、横澤委員、十重田

委員、河野委員 
 
説明員：市民部市民課 岡村課長 福祉部高齢者支援課 鈴木課長 福

祉部障害福祉課 三石主幹 子育て支援部保育課 神谷課長 子育て支

援部児童青少年課 横山課長 生活文化スポーツ部スポーツ振興課 
等々力課長 みどり環境部環境保全課 田中係長 教育部学校運営課 
永見係長 教育部公民館 大平主幹 
 
事務局：総務部総務法規課 澤谷課長、遠藤係長、早川主査、林主任、

宮本主事 

議 題      
１ 西東京市個人情報保護審議会委員の委嘱及び会長等の選任について 
２ 市長及び教育委員会が設置する施設管理用防犯カメラで撮影された 
映像（個人情報）について（報告） 

会 議 資 料      
資料１ 市の管理施設における防犯（管理用）カメラの運用状況 
資料２ 記録した映像データ又は映像データに係る情報の外部提供につ

いて 

記録方法 
□全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記

録 

会議内容 

（任命式）西東京市個人情報保護条例（平成 13年西東京市条例第 13号）第 25条第４

項に基づき、市長が委員を任命した。 

○事務局： 
西東京市個人情報保護審議会規則に基づき会長の互選をお願いする。 

 
○各委員： 

引き続き、保谷委員にお願いしたい。 
（保谷委員が受諾し、会長は保谷委員となった。） 

 
○会長： 

会長職務代理を指名する。横道委員にお願いしたい。 
（横道委員が受諾し、会長職務代理は横道委員となった。） 

 
○事務局： 

以後の進行は会長にお願いする。 
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○会長： 
議題２の防犯カメラの報告について、担当から報告をお願いする。 
資料１により市民課・保育課・児童青少年課・障害福祉課・高齢者支援課・スポーツ

振興課・環境保全課から新たに設置した防犯カメラの運用状況について報告 
 
○会長： 

各委員から質問はあるか。 
 
○委員： 

今の報告を聞いていると、防犯目的の設置が大部分のようだ。どういう人が入ってき

たのかを把握するためには入口とかにいくつか防犯カメラを置けば足りると思う。 
 
○会長： 

画像を保存しておくのはハードディスクの容量の問題があり、容量を増やすとコスト

の問題がある。 
 
○委員： 

設置しているカメラの機種や設置場所について基準はあるのか。 
 
○事務局： 

施設ごとに違う。 
 
○委員： 

「防犯カメラ設置」というプレートは、カメラを設置すると必ず付けなければならな

いものなのか。プレートが付いていると警戒してそこを避けるのではないか。 
 
○事務局： 

個人情報の収集なので周知が必要と考えている。 
 
○委員： 

表示して撮っているのを分からせているのは、犯罪を取り締まろうということではな

くて、抑止力を狙っているくらいにしか考えられない。今日報告があったものについて

は犯罪に関わるものは一切なかったと理解してよいか。 
 
○事務局： 

設置したことの報告をした。外部提供についてはこの後報告させていただく。 
 
○委員： 

個人情報の点で気になることがある。ハードディスクに録画されたものは誰がどのよ

うに管理をしていて、各施設の責任者は誰なのか。 
 
○説明員： 

住民票等自動交付機等外部にある施設も課長が統括して管理している。 
 
○説明員： 

障害者総合支援センターについては、課長が責任者として管理している。 
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○説明員： 
現場では市の職員が常駐して管理している。 
 
○説明員： 

児童館は課長が責任者であるが、現場では館長が管理をしている。 
 
○説明員： 

保育園は園長が管理をしている。 
 
○説明員： 

福祉会館の管理者は課長である。 
 
○説明員： 

ひばりが丘総合運動場は指定管理者が管理をしている。 
 
○説明員： 

エコプラザ西東京は課長が管理者である。 
 
○委員： 

保管について、委託先にどのように委託しているのか。保管の仕方に違い 
があるのか。 
 
○事務局： 
マニュアルがあるのでそのとおりやっている。 

 
○委員： 

マニュアルどおりやっているので問題ないということか。分かった。 
 
○事務局： 

続いて資料２について説明をさせていただく。 
 

資料２により学校運営課及び公民館から記録した映像データ又は映像データに係る

情報の外部提供についての報告 
 
○会長： 

質問はあるか。 
 
○委員： 

結局事件は解決したのか。また、解決に結びついたのか。公民館についてはエレベー

ターホールにある案内板が壊されたということだが、案内板の所にカメラはあったの

か。 
 
○説明員： 

事件については現在捜査中のものが１件あると聞いている。ただ、画質の問題もあり、

閲覧した段階で特定できないと判断されるものもあった。 
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○説明員： 
公民館については、抑止力という意味でエレベーターの近くに新たにプレートを設置

した。 
 
○会長： 

他に質問がなければ本日はこれで閉会とする。 
以上 

 


